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問合せ  役場防災交通課

９月１日は「 防 災 の日」です

　令和２年７月豪雨では、武豊町には被害はなかったものの、
大きな河川が氾濫したり、土砂災害が発生したり、全国的に被
害がありました。梅雨は明けましたが、出水期は続いています。
台風や豪雨が来る前の備えが大切です。

　立退き避難が必要か、建物の2階以上の垂直避難でよいか、命を守るためにとるべき最善な避難行動
をご家族で話し合っておきましょう。
　特に、新型コロナウイルス感染症が心配される中では、危険のないところにお住いの親族や知人宅等
への事前避難も検討しましょう。

　現在、町内16か所が愛知県より土砂災害警戒区域に指定されています。
土砂災害警戒情報等が発表された場合でも、町全域が避難対象地域ではありません。
（土砂災害警戒区域は、「マップあいち」または地震・津波ハザードマップで確認できます）

家の点検

避難する場所の確認

土砂災害について

①屋根
　�瓦のひび割れ、ずれ、はがれの確認、アンテナ
を補強する。
②ベランダ
　�鉢植えや物干し竿等は風で飛ばされないように
部屋の中へ入れる。
③危険物等
　プロパンガスの固定、看板の固定等。
④雨戸・雨どい
　雨戸がぐらついていないか。
　雨どいに落ち葉等が詰まっていないか。
⑤窓ガラス
　ひび割れ、窓枠のガタつき、強風による
　飛散物対策をする。
　必要ならば外から板を打ち付けて補強する。
⑥屋内
　防災用品については、防災ガイドブック９・10ページを参照。
　台風が来る前にラジオ、懐中電灯等が使えるか確認をする。
　（災害時の停電情報は、右記ＱＲコードから入手できます）
　浸水のことを考え、大事なものは2階で保管する。
⑦屋外
　側溝、排水溝は掃除をして、水はけをよくしておく。
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